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１．研究の背景と目的 
	 明治維新によりその存立条件を喪失した近世城郭では、

天守、櫓や城門等の建造物が入札、取り壊し、移築等によ

り、その多くが取り払われた。濠、土塁や石垣といった土

木遺構も近代都市化の過程で埋め立てられたり、取り崩さ

れたりして、現在までに完全に残っている城址はない。こ

の土木遺構は樹木等の造園遺構とともに、すぐれて城址の

風致を構成する要素である。 
	 都市の近代化に伴う風致の損壊が漸次進められたことは、

地域に受容された結果ともいえるが、風致の保存を主張す

る反対の世論もあったはずである。現在、存在する濠や石

垣でも、積極的な取り組みで保存されたのか、ただ手が加

えられないまま消極的に残されたのか等、近代化の過程で

こうした城址の風致がどのような経過を辿ったのか、その

履歴を明らかにすることは、今後の城址整備の基礎的手続

きとして意義がある。 
	 これまでに城下町都市の近代化に伴う城址の濠の変容に

関する研究では、その水辺空間の変容を扱った研究や 1)、

水空間の面積的な変遷を扱った研究はあるが 2)、いずれも

濠が変容した背景や過程にまで分析の対象を広げていない。

また最近では埋め立てられた濠を再生する取り組みが増え

ていることから、その状況を明らかにした研究がある 3)。

ただしその中では従前に濠が埋め立てられた経過などには

言及されていない。 
	 小田原では、町当局と神奈川県による学校建設に伴う濠

の埋め立てに反対する住民が組織だって運動を展開し、地

元の名望家が調停に入るなどして、最終的には濠の埋め立

ては回避されたことが明らかにされている 4)。また東京の

外濠の埋め立てに関して、地景の捉え方を切り口として、

都市建設者と世論との差異を分析した研究がある 5)。この

ように濠の埋め立て計画とそれに対する賛否の議論、そし

て実際の事業化あるいは断念など、個別事例の研究が蓄積

されている途上にある。 
	 本稿で取り上げる和歌山城址では、1910年から 10年余
りの間で 4回の時期（1910年、1914年、1915年、1922~
23年）に濠の埋め立てや石垣を取り崩す計画があったこと
を確認している。そこで本稿ではこれらの風致を破壊する

計画に対する賛否の議論や取り組みの動向を明らかにする

ことを目的とする。	 

	 和歌山城址の近代化に関する先行研究はあるが、濠の埋

め立ての経過は断片的に紹介されているのみである6)7)。本

稿ではそれを参考にしつつ、資料調査を行った。研究資料

として、和歌山県都市政策課において県の公文書、国立公

文書館・アジア歴史資料センターで政府の公文書を調査し

た。また和歌山市会の会議録は残存していないため、和歌

山県立図書館、和歌山県立文書館、国会図書館及び東京大

学明治新聞雑誌文庫において和歌山の地元紙を調査し（表

１）、新聞記事を中心に市会の動向等を確認するとともに、

当時の文献や地図等の資料調査も行った。なお地元紙はい

ずれも全ての発行分の保存ではないため、情報の把握には

制約があった。 
	 また1914年と1915年の風致の破壊を伴う計画に対して、
南方熊楠による反対の意見表明や行動があり、熊楠の研究 
 

表１	 閲覧した地元紙	 
年 調査新聞 

1901年 和歌山新報、紀伊毎日新聞 
1914年 和歌山新報、紀伊毎日新聞、和歌山実業新聞 
1915年 和歌山新報、紀伊毎日新聞、和歌山実業新聞、和歌山

タイムス、大阪朝日新聞・紀和版 
1922~1923年 和歌山新報、紀伊毎日新聞、大阪朝日新聞・紀伊版 
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においてその一端が明らかにされている 8)。在野の博物学

者・植物学者として活躍した南方熊楠は和歌山出身で、当

時は田辺に居住していた。その先行研究を参考にして、熊

楠による雑誌、新聞への寄稿や友人、知人への書簡を研究

資料にした。その書簡は、翻刻刊行されている資料を参照

した。なお熊楠は書簡で「濠」のことを「隍」と記すこと

が多く、書簡の翻刻の引用部は「隍」とし、論文では「濠」

と表示する。 
	 また熊楠の弟である南方常楠は和歌山市会議員で、熊楠

と歩調を合わせていた。南方熊楠顕彰館には熊楠が保管し

ていた常楠からの書簡が保存されている。これらは未刊で

あり、当地で閲覧した。常楠は、自ら経営する和歌山市の

醸造所の名前の入った便箋を使用していた。常楠の言動の

ほかに、和歌山市会の動向も記されているので参照した。 
 
２．軌道整備に伴う濠の埋め立てをめぐる動き（1910年）	 

	 和歌山県は、「存城」として陸軍省が管理していた和歌山

城址の貸し下げを稟申し、1899年12月に許可された 9)。そ

の後城址を公園として利用することが認められ、1901年4
月に「和歌山公園」が正式に開園された 10)。こうして和歌

山城址は和歌山県の予算で公園として管理されるようにな

った。 
	 1909年3月、和歌山水力電気会社は電車軌道の複線敷設
のため、城址の一の橋前から県庁前までの濠の拝借と埋め

立て願いを和歌山県庁経由で陸軍省に提出した 11)。 
	 この申し出に対し、陸軍省は「兵営上」から、和歌山市

は「風趣上」から反対し、1 年以上を経ても結論は出なか
ったが、市の発展のためには交通の不便解消の必要性に迫

られた 12)。 
	 当初、並木をそのまま保存し、濠を埋め立てることを出

願していたが、内務省はそれでは交通機関の本旨に背く措

置だとして再考を求めた。そこで同会社は埋め立てた濠跡

に並木を移植し、並木堤跡に複線を敷設することをあらた

めて出願した。一方、濠は陸軍省の所管のため、管理者の

第四師団経理部とも交渉していた。師団は交通機関の発展

のためには異存なしと指令した 13)。こうして 1910年 6月
には関係者間の折り合いがついた 14)。 
	 翌月、内務省から知事に、正式な許可の通知があり 15)、 

 

7月20日付で知事から認可の通知が出された 16)。 
	 濠の埋め立てなどは、和歌山市が同会社から寄付を受け

て、市の事業として起工することになった。そこで和歌山

市は道路拡張について和歌山県に申請し、県は 1910 年 7
月22日付で、道路の交通は頻繁で、軌道の敷設に伴って道
路は狭隘で、人馬車による危険が少なくないとして、濠の

一部を道路敷にすることを陸軍省に申請した。内務省も承

認したことから、8月18日、陸軍省も差し支えないとして
1,205.84坪（約 4千㎡）を引き渡すことを決めた 17)。そし

て県は、8月29日に市長に許可した 18)。 
	 こうして濠の一部が埋め立てられた（図１）。なお埋め立

てと軌道や道路の整備の実態を明らかにする資料は見あた

らないが、1915年10月27日の市会で、議員から、一の橋
から市役所までの濠が埋め立てられて幅員 3 尺(約 90cm)
以上が狭くなったこと、また県庁前の石垣が破壊されこと

が指摘されている 19)。 
	 軌道敷設に伴う濠の埋め立て申請に際し、当初は陸軍省

や和歌山市がそれぞれ「兵営」「風趣」の観点から反対して

いた。濠の内側の城址を和歌山県が公園として管理してい

たが、和歌山県の意向は地元紙での報道からは判然としな

い。会社や和歌山市からの申請を、政府に仲介する役割の

みが記事からわかる。 
	 内務省は交通不便を解消するため敷設を容認する一方、

並木の濠跡への移設を促した。申請者はそれを受け入れて

あらためて出願し、陸軍省からの容認も得た。こうして軌

道や道路が整備された。そのため濠の一部埋め立てや石垣

の一部が破壊されたが、地元紙にはそれに反対する運動や

意見が見当たらない。濠や石垣による風致の保存よりも軌

道や道路整備の優先性が受容されていたとみることができ

る。 
 
３．和歌山市による道路整備に伴う濠の埋め立てをめぐる

動き（1914年）	 

（１）和歌山市会への議案提出と審議	 

	 和歌山市は、和歌山県が和歌山公園として管理していた

和歌山城址の払い下げを1911年に出願した。その翌年に6
万円での払い下げが認められ、城址は和歌山市の所有地に

なった。ただし同年度はそのまま和歌山県の予算によっ	 

 図２	 1914年の濠の埋め立て計画地	 
 

図１	 1910年の濠の埋め立て計画	 
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て公園が管理され、1913年度から和歌山市による公園管理
になった。 
	 1914年4月市会に市長は濠埋め立ての諮問案を提出した。
市内の車坂、吹上寺坂、三年坂を掘り下げる道路の改修に

伴う土砂で埋め立てる方針だった。埋め立て後は宅地面積

を拡大し、その土地売却で利益を得る計画だった 20)。埋め

立て箇所は、県庁前（1,447.57坪、うち道路敷 197.93坪）、
三年坂前（1,567坪、うち道路敷331.61坪）、岡公園前（1,614
坪、うち道路敷21坪）を予定していた 21)。（図２） 
	 市内の既存道路の整備を進めることが急務であった。そ

れに伴って濠を埋めて宅地を生みだすという市街地整備を

目論んだ。そこには城址の風致を保存するという思想はな

かった。 
	 この4月市会では濠の埋め立て案は決着しなかった。あ
らためて6月に濠の埋め立てなどの審議のため、休会中の
市会が開催されることになった 22)。18日の市会でも濠の埋
め立てに関して多くの質疑があり、結局、議長指名9名の
調査委員に附託して審査することになった 23)。 
 
（２）南方熊楠による反対の取り組み	 

	 濠の埋め立てが市会で審議された1914年6月に南方熊楠
が小畔四郎(1)に宛てた書簡には、「和歌山の城隍を今度つぶ

す（借家を建てたら金になるといふ事）、実に遺憾なことで、

幸ひ拙弟市会議員に有之、明日いよいよ論戦することに相

成居り、小生後援の為め一文を草し居り、多忙中」とあり
24)、6月30日にしたためた小畔四郎への書簡でも、冒頭に
「わか山城隍埋立の議論で小生大に多忙」とある 25)。 
	 これらは書簡の冒頭に熊楠の近況が記されていたもので

ある。熊楠は和歌山市会議員である弟の常楠と連絡を取り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合っていたことがわかる。常楠は市会で埋め立て反対の意

見を表明しており、それを支援する文章を熊楠が起草して

いたようであるが、その文章は確認できない。 
	 一方、この時期、熊楠は柳田国男に埋め立て反対のこと

を書簡にして断続的に送っている（表２）。柳田国男は1914
年4月に貴族院書記官長になっており、旧和歌山藩主徳川
家当主の徳川頼倫への働きかけを求めていた。当時、頼倫

は貴族院議員であり、史蹟名勝天然記念物保存協会（以下、

保存協会とする）の初代会長でもあった 26)。 
	 6月29日に書き始めた国男宛の書簡では、濠の埋め立て
に関し三百年来の史蹟勝景がつぶされるのは遺憾であり、

保存協会の会長でもある徳川頼倫にそのことを伝え、せめ

て慎重に検討すべきくらいの一書が欲しいと依頼している。

書簡の最後にも、濠の埋め立ては「いかにも不埒極まる」

ことであり、国男が貴族院に奉職している縁から、「何とか

旧藩主君」に話して欲しいと懇願している 27)。 
	 さらに熊楠は同日、国男に宛てて、他人には見せないよ

うに追記した別の書簡で、実際のところ、頼倫は他家から

養子に来たので、紀州のことにはあまり興味がないようだ

が、埋め立てた後では遅いので、とにかく一度はこのこと

を頼倫の耳に入れておきたいと重ねて願い出ている 28)。 
	 熊楠には頼倫を利用しようという明確な意図があった。

他人には見せないことを前提に、国男には率直な意見を述

べている。 
 
（３）地元紙による賛否の意見と論評	 

	 4月市会の時期には、「紀伊毎日新聞」と「和歌山新報」	 
は次のように異なる見解を示していた。	 

	 「紀伊毎日新聞」は、埋め立て案が市会で通過すれば、	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	  

表２	 柳田国男に宛てた南方熊楠の書簡（1914年）	 
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道路や宅地の整備により、和歌山市の面目はおおいに一新

するだろうと報じた 29)。そしてこれら三箇所の道路の切り

下げを含め、市内の道路網整備の必要性を指摘している30)。

その一方、濠の埋め立てに対しては、雨水の排水方法をあ

らかじめ考慮し、工夫することも問題提起している 31)。 
	 「和歌山新報」は、皮相な現実主義者の目から見れば、

城濠は封建時代の遺物で城郭の一防御工事に過ぎず、今日

の市民の住居や幸福に寄与することはないが、城郭を保存

して一市の風致を添え、その威厳を保てば、市民の誇りに

なるのみならず市民の思想を教養する大きな感化力を有す

るという社説を掲載している。その上で市会議員に対して

本問題を軽々に看過しないことを呼びかけている 32)。 
	 このように「紀伊毎日新聞」は近代都市化を推進するた

め濠の埋め立てを含む市街地整備に賛意を示し、「和歌山新

報」は城址の風致保存の価値を認め、濠の埋め立てには慎

重な立場だった。 
	 4月市会で決着がつかず、6月市会であらためて審議され
ると、道路改修と濠の埋め立てが市にとって重大な問題で

あるとして「和歌山新報」は埋め立てに対する意見を断続

的に掲載した（表３）。なおこれ以降、「紀伊毎日新聞」で

は社説をはじめ濠埋め立てに関する意見や主張の記事を確

認することはできなかった。濠の埋め立てを推進する意見

は表面化されていない。また「和歌山実業新聞」も同様に

埋め立てに関する記事は確認できなかった。 
	 「和歌山新報」は6月に3人の識者の意見を紹介してい
る（表３）。一人め（岡崎）は、濠の保存を主張し、二人め

（神崎）は、濠の保存や美観以外にも排水の観点から慎重 

な検討を求め、三人め（南）は、不衛生な濠は一日でも早

く埋め立てるのが妥当であるという意見だった 33)。このよ

うに賛否の意見を同等に扱い、三者三様の考え方が示され

た。 
	 7 月になると、旧和歌山藩家老家の三浦英太郎の意見が
掲載された 34) （表３）。三浦は風致の保存を前面に出すの
ではなく、和歌山市の都市整備や治水の計画を先に検討す

べきという考え方を示し、安易なあるいは早急な濠の埋め

立てを憂慮していた。 
	 こうした意見を掲載した「和歌山新報」は、まず都市経

営の大方針を確立してから着手することが妥当との立場だ

った。旧藩主家の徳川頼倫が「古蹟名勝保存会長」であり、

また和歌山市が陸軍省から城址を払い下げられた際に「原

形保存」の条件があるため、さらに研究の余地があると指

摘している。その上で南方熊楠からの書簡を紹介している

（表３）。熊楠は、三浦の意見に感服したという前提で、「和

歌山新報」の切り抜きを集め、愚見を付して柳田国男、白

井光太郎、川瀬善太郎に送り、白井には徳川頼倫にそれを

見てもらうことを頼んだことを記していた 35)。 
	 熊楠はこの書簡が紹介されたことから、あらためて補足

するため同紙に寄稿し、それも掲載された（表３）。和歌山

城址は維新期に外国人が訪れ、その風致を賞賛しているこ

と、藩祖が心をこめてつくった唯一の遺蹟が、海外まで名

声を高くしており、それを一部でも破滅させるのは和歌山

市全体の人心に良くないことを指摘している 36)。 
	 「和歌山新報」は、熊楠の書簡と寄稿を紹介した後も、

濠の埋め立て反対の投書を掲載している（表３）。投書で 

 

表３	 和歌山新報に掲載された濠の埋め立てに関する意見（1914年）	 
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は、封建の建物である城や濠を原形のまま永遠に保存する

のは実に当市の誇りであり、後世、子孫に永久に往時を偲

ばせる資料になるとして濠の埋め立てに反対を主張してい

た 37)。 
 
（４）南方熊楠・常楠兄弟による徳川頼倫への働きかけ	 

	 1914年7月6日に記した国男に宛てた葉書では、濠の埋
め立てに関し、徳川家家令の三浦英太郎も反対説を公表し

ていることを記している。また頼倫が今月中に和歌山に来

るそうなので、先に送った弟の書簡や新聞切り抜きを携行

品の中に入れて欲しいと依頼した 38)（表２）。 
	 一方で、熊楠は国男への書簡のほかに、先述のように和

歌山新報にも埋め立て反対の書簡を送り、それが掲載され

ると、あらためてそれを補足するために同紙に寄稿してい

る。地元メディアで和歌山市民に向けた自らの意見が開陳

された後、さらに7月20日早朝に国男宛に書簡をしたため
ている（表２）。埋め立てに反対の意見が掲載された新聞の

切り抜きを同封し、和歌山城の濠の埋め立ては、自分のよ

うに地方の履歴を知る者にとっては、父母を殺されること

に次いで心痛事であると述べ、旧藩主家に養子に入った頼

倫にその事情を直接伝えて欲しいことをあらためて懇願し

ている 39)。 
	 一方、和歌山市会が休会中の7月下旬、頼倫が育英事業
の振興のため南葵育英会総裁として和歌山県内を巡ること

になった。22日に東京を発ち、和歌山、田辺、新宮などを
巡って講演などを行う予定が報じられた 40)。 
	 頼倫は23日、和歌山市駅に到着し、鹿子木知事をはじめ
市内の有力者が出迎えた。駅前には1千名以上の生徒が歓
迎した 41)。和歌山市での頼倫は県庁、旅団司令部や中学校

などに出向いた 42)。しかし記事からは和歌山公園に立ち入

ったことは確認できない。 
	 先述のように熊楠は国男を介して頼倫に濠の埋め立て計

画を知ってもらうことを画策したが、この頼倫の県内巡行

にあたって、南方兄弟は濠の埋め立て阻止に向けて直接、

働きかけようとした。 
	 頼倫が和歌山市に滞在中の24日、常楠は熊楠に宛てた書 

簡の中で、頼倫に「旧藩主として」、また「史蹟名勝保存会

長として」当然の責任があるとして、濠の埋め立てについ

て意見を求め、取り次いでもらう考えであることを述べて

いる 43)。 
	 その3日後、頼倫に会った常楠は、熊楠に書簡を送った。
そこでも史蹟保存の趣意、風致や風教などから濠の存置の

必要性を述べている。しかし工場を視察した頼倫に会った

が、「其話ハ全く無之遺憾」であると記している 44)。 
	 このように常楠は頼倫と会ったが、直接、頼倫から意見

を聞くことができなかったと熊楠に伝えた。田辺郵便局の

消印は7月28日である。熊楠はこのあと田辺を訪れる頼倫
に自ら直接会って、意見を聞く必要性を強く意識したとみ

られる。 
	 頼倫は30日に田辺を訪れた。同地の中学校で講演などを
行った 45)。 
	 この日の深夜1時、頼倫に会う前の熊楠は、田辺の地元

紙である牟婁新報社主の毛利清雅に宛てて書簡をしたため

ている（表４）。そこでは濠の埋め立ては保存会長である頼

倫の祖先の遺蹟を滅することであるにも関わらず、頼倫が

何も発しないことを嘆き、地元紙の力を借りて発信するた

め、牟婁新報に協力を依頼した46)。	 

	 そして熊楠は31日朝、その清雅と共に頼倫の宿泊先の旅
館に出向いて直接会った。会談時間は20分余りだった47)。 
	 会談の後、すぐに熊楠は弟の常楠に宛てて頼倫との会談

の様子を手紙に書いた（表４）。城濠の埋め立てについて、

「何れとも返答なきは不都合也と長々しく演説如き問を発

せし由なるが、侯爵又中々弁舌術はうまく、何となく曖昧

な返事」で、確かな返答がなかったこと、まわりに大勢の

人がいてそれ以上の追究はできなかったことを述べている。

随員である侯爵名代の木下友三郎(2)が言うには、頼倫は「到

底、埋立のことには決して是非をいふ能はず、又成るべく

保存を望むといふ僅々の叡詞をさへ発し得ず」ということ

だった 48)。常楠同様に、熊楠も直接、頼倫から言質を得る

ことができなかった。 
	 頼倫に会った日の午後に、木下が、東京で濠の埋め立て

の報に接したが、徳川家では「容易ならぬ大事件」なので、

表４	 毛利清雅と南方常楠に宛てた南方熊楠の書簡（1914年）	 
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その詳細な真相を聞きたいとして熊楠の自宅を訪れた。熊

楠は木下との会話の内容を常楠に報告している49)（図３）。 
	 木下が語ったところによると、頼倫は天守が残れば濠は

埋め立てられても良いという考えだった。頼倫は保存協会

の会長として活動していたが、和歌山城址の史跡としての

価値を天守のみにみていた。それに対し、熊楠は天守がシ

ロアリに貪られているから長くは保たず、残るのは土台、

石垣と濠であり、それを保存する必要があると訴えている。

さらに熊楠は、このままでは和歌山の人々は紀州徳川家の

ことを何も思わなくなってしまうと嘆き、「保勝会の威望」

を傷つけることになるし、「紀州侯は古蹟保存保存と絶叫し

ながら、何一つ故国の古蹟保存に尽力」していないとも言

われているとして、随従人の一人が市長に「先祖旧蹟たる

城隍をたとひ一部分なりとも破壊せずに保存されんことを

望むこと切なり」との一言を伝えて欲しいなどと、重ねて

木下に詰め寄った。 
	 熊楠は、常楠に宛てた書簡の最後に、木下が和歌山に戻

ったら、あらためて濠の扱いについて意見を聞くように頼

んでいる。しかし常楠が8月6日に熊楠に宛てた書いた書
簡では、頼倫が濠の埋め立に関し、なんらの発表も暗示も

ないことを嘆いていた 50)。 
	 和歌山市を訪れた頼倫は徳義社(3)にも行っている。先述

のように和歌山新報で濠の埋め立てを憂慮していた徳川家

家令の三浦英太郎は徳義社社長でもある。頼倫は三浦に会

っているはずであり、城址に対する三浦の考えを聞いてい

てもおかしくない。それでも頼倫は埋め立てについて何も

語らなかった。 
	 熊楠が8月8日に小畔四郎にしたためた書簡に次のよう
に記されている。「客月三十一日徳川頼倫侯当地に来られ小

生を延見され、次に明治大学長法学博士木下友三郎氏を拙

宅に遣はし、和歌山城隍埋立の件に付意見を徴せられ候も、

右事件今に片付かず日々心配罷在候」とある 51)。頼倫に会

っても、事態が好転しないことを吐露していた。 
	 以上のように熊楠は、徳川頼倫の口から直接、反対意見、

あるいは慎重な意見を述べてもらおうと画策し、上からの

鶴の一声で埋め立てを阻止しようとした 52)。しかし頼倫の

和歌山巡行の間、南方兄弟が直接働きかけて言質をとろう

とした意気込みは不発に終わった。 
 
（５）調査委員会の動向と議案の撤回	 

	 8 月に入り、濠の埋め立てに関する審査を市会から付託
された調査委員会が開かれることになった。 
	 8月 5日に常楠が熊楠に宛てて書いた手紙には、明朝の
委員会では、おそらく否決されるとの見通しを記している。

これは頼倫とは関係なく、常楠が二、三人の委員に働きか

けた結果であるが、人心ははかれず、いかなる変化を来す

かわからないとも記している 53)。ただ翌日記した書簡でこ

の委員会が出席者少数で流会になったことが報告されてい

る 54)。 
	 常楠は8月11日にも埋め立て反対の意見や市会での動き
についても書簡に記している 55)。 
	 このように濠の埋め立ての議論は流動的であったが、8
月21日にようやく調査委員会が市役所で開かれ、出席者6
名による多数決で次のように決まった 56)。 
・ 三年坂下の城濠と県庁前の城濠の埋め立てを認可する。その理
由は独立したものであり、風致その他に関係ないからである。 
・ 岡公園前の三番町の城濠の埋め立ては否認する。その理由は風
致に関係するからである。 
	 このように三ヶ所の濠の埋め立てに関しては、「風致」と

の関係からその是非が分かれている。この場合の「風致」

とは城址としての「風致」であり、その「風致」の構成要

素として濠を捉えていなかった。つまり濠自体のもつ「風

致」の価値を認めていなかったのである。 
	 結局、反対派と推進派の折衷案的な結果になった。 
	 しかし濠の埋め立てに関連する審議をするための市会は、

休会中のまま再開されなかった。これは濠の埋め立て案の 
意見が一致していないことも一因とされていた 57)。 
	 その後、一転して加藤市長はこれらの議案を撤回した。

図３	 南方常楠宛書簡（1914年8月1日）にみる南方熊楠と木下友三郎の会話	 
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常楠は、10月 19日に加藤市長がかねて市会に提案してい
た濠の埋め立てなどの諸案を「都合により一先撤回の旨通

知」が公式にあり、これで「立消」になったことを、さっ

そくその日に熊楠宛の書簡に認めている 58)。 
	 それを受け、熊楠は10月27日に国男に宛てて、濠の埋
め立ての件は、市会で議案が撤回になり、油断はならない

が、ひとまず小康を保っていると報告している 59)。 
	 なぜ市長が議案を撤回したのか、その背景や理由は判明

しないが、先の報道にあったように、市会議員間での意見

集約ができなかったことが背景にあったとみられる。 
	 そして市長は市会議員の懇請を受け入れず、11月4日に
辞表を鹿子木知事に提出した 60)。市長の辞職は 19 日に内
務省から知事に認可の通知があった 61)。なお辞職と議案の

撤回との間に関連があったかどうかは判然としないが、市

長の意思の中には関係があったとみることが素直な捉え方

であろう。 
 
４．和歌山市による風致破壊を伴う公園整備をめぐる動き

（1915年）	 

（１）本多静六による公園設計	 

	 和歌山市は和歌山公園の改修にあたって、その設計を本

多静六に依頼した。本多は1914年12月に当地を訪れ、現
地調査を行い、設計を行った。 
	 本多は1915年1月には設計を終えていたが、和歌山市は
4月に『和歌山公園設計案』として公表した 62)。そこでは

「序」として和歌山城址の経過を和歌山市が説明し、「和歌

山公園設計案」と題した本多静六の講和が掲載されている。

本多は、「緒言」として設計の経過を述べ、「第一大体ノ方

針」「第二本公園ノ方式」を説明し、「第三各部ノ設計」と

して74項目を列挙し、「和歌山公園平面図」(縮尺1;1,200)
と題した設計図が添付されている。これらの内容は地元紙

でも報じられたが、設計図は掲載されていない 63)。 
	 このうち「第一大体ノ方針」の内容を箇条書きにすると

表５のようになる。本多は、城址としての「歴史的記念物」

と「遊園地」の二つの要素を兼ねた公園を設計した。そし

て「公園」のために、濠や池の埋め立てや石垣の取り崩し

を含めた計画になっていた（図４）。数多くの枡形の石垣を

保存することは、かえって価値を損ない、「遊園地」として

は不便であると「大体ノ方針」の最後に指摘している。 
 
 
 

（２）南方熊楠・常楠兄弟の反対行動	 

	 1915年4月29日に常楠が熊楠に宛てて書いた手紙には、
本多静六の公園設計案は一つの参考資料にすぎず、決して

すべてを「盲従」することはないが、だいたいの設計はこ

れによるだろうと記している。本多の案は、城址を「歴史

的紀念物」として、およそ今日のまま保存するという設計

であり、各所では「原形」を損壊することはなく、「公園と

して不便」であると思われる一、二の石垣の改廃くらいに

留まるとしている。公園改修は今日の大勢として動かしが

たい状勢であるとも記している 64)。このように常楠は、本

多の設計案に対して必ずしも否定的ではなかった。 
	 しかし6月19日の和歌山市会での公園改良費予算の審議
で、常楠は、石垣を壊し、濠を埋める設計を立案している

が、市当局はこの杜撰な設計を丸呑みするのかと質問した。

それに対して助役は、石垣はその一小部分を壊すに過ぎず、

濠の埋め立ても僅かに不開門付近を一部浅く埋め立てるも

のであり、城濠である痕跡は十分に認められる程度のもの

であると答弁した 65)。 
	 市当局は本多の設計に忠実に整備を行うことを基本とし

た予算編成だった。それに対し、常楠は濠の埋め立てや石

垣の取り崩しを批判した。 
	 6月28日に熊楠に宛てた書簡では、大典紀念事業として
本多が設計した公園改良を、市会議員が全般にそれを承認

しそうであるが、自分は「原形」の一部を損壊しないよう

主張すると記している 66)。一部の破壊も認めず、保存を前

提として市会で主張することを熊楠に宣言した。 
	 常楠は当初、公園設計を容認するような姿勢だったが、

この時点では考えを転換している。この間の経緯は不明で

 

表５	 和歌山公園設計における「大体の方針」	 

 
図４	 和歌山公園設計における風致の破壊 

- 78 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.52 No.1 2017年 4月
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.52 No.1, April, 2017

 
 
 
 
 
 
 

 

 

あるが、熊楠との意見交換があったことは十分に想定され

る。後述するように熊楠は一貫して保存を主張しており、

この考えが反映されたとみられる。 
	 公園改良費が審議された市会は大典紀念事業に関して紛

糾し休会になった。常楠が7月2日に熊楠に宛てた書簡で
は、一般議員の意向は公園改良費4万余円を削減して通過
させる見込みであり、濠の一部埋め立ては取り消されそう

であるが、一の橋を入った突き当たりにある石垣の突出す

る部分などを撤去する案は、あるいは通過されるかもしれ

ないと危惧している。しかし自分は変わらず反対であると

強調している 67)。 
	 一方、熊楠は、公園設計案を批判する論考を総合誌『日

本及日本人』に寄稿し、それが7月発行号に掲載されてい
る。その論考では、1914年に濠を埋め立てる計画は、自ら
も運動して中止にさせたにもかかわらず、翌年には本多静

六による設計で、「旧観を改めず」、「南紀随一」の見物であ

る和歌山城址を破壊しようとすることを批判した。熊楠は

「古蹟と名勝が国民の感化に口筆の企て及ばざる力を有す

る」と主張し、史蹟名勝保存協会を設立してその会長にな

っていた旧藩主家の徳川頼倫がそれに対して「一の抗議」

もしていないことを指摘した 68)。熊楠は、城址としての風

致の破壊を痛烈に批判し、徳川頼倫がそれに対し、何も言

葉を発しないことを非難している。 
	 このように常楠は市会議員として市会で反対論を展開し、

熊楠はメディアを使って反対の世論を盛り上げようとした

が、後述のように公園改修案は大典紀念事業として優先さ

れ、8月に開催された調査委員会や市会で認められた。 
	 その一方、『日本及日本人』に掲載された「古書保存と和

歌山城の破壊」の論考は、熊楠が居住する田辺の地元紙で

ある牟婁新報にも転載された 69)。公園改修が五箇年事業で

あり、まだ計画の変更の余地はあるとして、和歌山城址の

保存を訴えた。 
 
（３）地元紙による風致保存の主張	 

	 本多の設計による公園改修事業が4月に新聞報道で公表
され、市会でもその予算が審議されたことから、市民にと

っても身近な関心事になった。 
	 「和歌山実業新聞」は6月、大典紀念事業として公園の
改修が内定し、着々準備を進捗していることを好意的に報

じたが 70)、その後、この改修案に反対する読者の投稿を掲

載した 71)。この反対論に呼応するように、同紙は反対の態

度を鮮明にして公園設計を批判する記事を掲載し、史跡や

風致としての保存を訴える主張を繰り返している。 
	 8 月には、城とは建物ばかりではなく、石垣や濠をあわ
せた名称であり、由緒ある鶴の谷を埋没させ、枡形の一部

を破壊する行為は心ないやり方であると、「俗物」である議

員によって市政が左右されるのは「ナサケない」として批

判した 72)。9月には、改修案では見付けの石垣を取り崩し
て自動車道をつくり、岡口門を破却し、由緒ある鶴の谷を

埋没し、濠を埋め立てて花畑や西洋風の花壇をつくるのは

実に乱暴であると主張している 73)。また和歌山県知事が、

見付けの石垣を取り崩すことは断じて許さず、「和歌山公園

は古城趾の面影を保存してこそ尊重」すべきと指摘してい

ることもあわせて紹介している。 
	 10月になると「和歌山新報」が、濠の埋め立てと公園整
備に対して問題提起し 74)、濠の埋め立てに妥当性がないこ

とを整然と指摘し、翌日の新聞にも続けて、公園改良案が

果たして「時代的傾向」に伴う慎重な審議がされたものな

のか疑問を呈している。その上で、今回の公園改修案は「旧

城を死用」するものであると指摘した 75)。 
	 以上のように「和歌山実業新聞」と「和歌山新報」は城

址のもつ史跡や風致の尊重と保存の必要性を指摘し、その

破壊につながる公園改修事業を批判した。 
	 なお市当局が進めようとしている公園改良事業について、

当時発行されていた他の新聞も調査したが、残存状況は芳

しくなく、閲覧できた分では、積極的に批判する記事も、

逆にその推進を後押ししようとする記事も、静観している

のか確認することができなかった。 
 
（４）和歌山市会における議論	 

①6月市会での公園改良継続予算案の審議	 

	 1915年6月、和歌山市会に提案された議案の一つに、御
大典紀念事業和歌山公園改良継続費に関する件があった76)。

19日にその審議があった。議員から五箇年継続事業にする
理由や公園設計の内容などの質問があった。議論が噴出し、

結局、審議を延期し、あらためて御大典紀念事業として一

括して市会に附議することが決まった 77)。 
	 本多の設計をもとに予算が積算され、市会にその議案が

提出されたが、このように延期された。本多による公園設

計の内容に対する批判はあったが、設計変更等の議論では

なく、御大典紀念事業の面から先延ばしになった。 
	 7月 2日に常楠が熊楠にしたためた書簡には、市会は休
会になったこと、さらに市長も昨日（7月 1日）来たばか
りであることを報告している 78)。 
 
②新市長の着任による公園予算案の再提出と審議	 

	 この時期は市長の交替期であり、市政の仕切り直しも背

景にあった。新市長になった遠藤慎司は7月1日に和歌山
に着任した 79)。 
	 着任したばかりの市長は、開会中の市会に提出された予

算案を7月11日に一旦撤回し 80)、8月の市会であらためて
御大典紀念事業和歌山公園改良継続費に関する件を議案の

一つとして提出した 81)。12日の市会で、公園改良継続費は
9名の調査委員に付託することになった 82)。24日の市会で
調査委員からの報告があり、当該費用予算39,993.85円のう
ち、本年度の予算を来年度に繰り下げ、来年度分150余円
を本年度に繰り上げることになった 83)。 
	 このように五箇年継続事業のうち初年度は少額予算にな

ったとはいえ、公園改良自体は容認された。先述のように

公園改修の反対論が地元紙に掲載されたり、熊楠による論
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考が総合誌に掲載されたりしたが、調査委員会ではその予

算案が認められた。 
	 この審議過程は、8月17日に常楠が熊楠に記した書簡に
表れている。その内容は次の通りである 84)。 
・ 大典紀念事業という名目なので非常に急いでおり、過日の市会
で調査委員に付託し、昨日の委員会で公園改良費3万9千余円
が承認された。 
・ 同時に1915年度に施行する8千余円の使途が原案通りに可決さ
れた。ただ改良案は1915年度から1919年度までの継続事業で
あり、1916年度以降は、毎年決めることになる。 
・ また石垣二ヶ所の撤去と三年坂に面した濠の半分を、苗木を育
てる用地として埋め立てることは明年度以降に再議することに

なった。 
	 その後、8月28日に常楠がしたためた熊楠宛の書簡でも、
濠の一部埋め立てや石垣の一部取り崩しが委員会で可決し

たため、市会で反対を主張したが、その効果はなく、少数

にて破れたとある 85)。こうして市会でも可決された。 
 
（５）和歌山県知事による不認可と公園整備計画の変更	 

	 和歌山市が内務省から和歌山城址の払い下げを受ける際

に、その条件として土地または附属物の原形を変更しよう

とする場合は、必ず知事の認可を受けることになっていた。

市はこの契約に基づき、公園設計案について県庁に許可を

申請した。 
	 それに対し、鹿子木知事は、市の公園改修の第一期にあ

る道路敷設のための枡形と石垣の撤廃、鶴の谷の低地部の

埋め立て等、「原形」の破壊は不適当として公園設計に許可

を与えず、市会に再考を要望して、実質的にこの案を却下

した 86)。知事の不許可に市長は憤り、「知事を相手取って

行政訴訟」と吹聴したが、これは市長が条件つきの払い下

げだったことを知らなかったからだった 87)。 
	 和歌山市は結局、県の指揮命令を請う必要がないように

旧形の変更を伴わない改良にする方針を決め、市参事会、

そして市会に賛同を求めることにした 88)。 
	 そして先に議決された五箇年継続事業を取り消し、公園

の「原形」を破壊しない程度の単年度予算案を市会に提案

した 89)。 
	 市会では調査委員への付託になり、調査委員が県庁で知

事の意見を聴取すると 90)、知事は「現形」を保存するので

あれば、以前の改修を許可する意思を表明した 91)。そのた

め調査委員はあらためて協議し、今回の議案を否決し、本

多による公園設計案の中で旧跡を破壊する部分を削除して、

前予算を復活する方針を決めた 92)。 
	 10月 29日夜に市会が招集された。公園改良問題につい
て調査委員から知事との会見の報告があり、審議の結果、

先に市長から提出された議案を否決した。そして五箇年継

続事業の改修案の中で、枡形と石垣の破壊、および三年坂

の濠の埋め立てを取り止め、「古形保存」のために若干の修

正を加えて、当該改修案を復活することになった 93)。 
	 このように最終的には知事の不認可によって、和歌山市

が進めようとした和歌山城址の風致の損壊を伴う公園改修

は変更を余儀なくされ、風致を保存する公園改修になった。

そもそも 1911 年に和歌山市が城址を政府から払い下げを
受ける際の条件の一つにあった「土地及び定着物の現状を

変更しようとするときは和歌山県知事の許可を受ける」と

いう条項に基づいており 94)、知事の独断専行ではなかった

が、その前提として知事も風致の保存を志向していたこと

が背景にあった。 
 
５．1922~1923年の濠の埋め立てを取り巻く動向	 

	 1922年から 1923年にかけて、三カ所の濠の埋め立て計
画が浮上した。便宜的にここでは北濠、東濠、三年坂濠、

とする（図５）。 
（１）北濠の埋め立て計画と断念	 

	 1922年、和歌山市では市役所西の約2千坪の濠を埋め立
てて住宅地にする方針があった。史跡名勝の風致を害する

とあって「名勝史蹟保存会」の反対が強く、建築物を設置

しなければ埋め立てても良いとされた。しかしこれでは事

業の財源を得ることが不可能となり、この計画は立ち消え

になるだろうと報じられた 95)。この濠の埋め立てに関する

続報は見当たらず、濠は残っていることから断念されたも

のとみられる。 
 
（２）東濠の埋め立て計画と断念	 

	 和歌山市は上水道の敷設を計画し、丘陵地に溜池を掘る

ために生じる土砂の処分方法を検討していた。その一つが

東濠の埋め立てであった。 
	 1922年、和歌山市は公会堂前の岡口門から裁判所前に至
る東濠を埋めて「模範的運動場」を設ける計画をたて、5
月に土木課で設計に着手することになった。埋め立ては7 
千坪で設計後、県に認可を出願する予定だった。この事業

は本年度予算で明春までに完成する見込みであることが報

じられた 96)。 
	 そして5月12日、和歌山市は県にその施工認可を申請し
た。県は近く認可し、完成すると和歌山第二公園として運

動器具を備え付け、市民遊楽の地になるだろうと報じられ

た 97)。このように東濠の埋め立てと運動公園の設置は必至

のように報じられた。 

図５	 1922~1923年の濠の埋め立て計画地	 
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	 しかし、東濠の埋め立ての申請は、「史蹟名勝保存会」が

史蹟を害するとして反対したので、県当局の意向は保存会

の意見に傾いてきた。県は不認可の形式は採らず、考慮す

る余地があるとして、ひとまず市理事者に願書を返戻して

再考を求めることになり、この計画は頓挫が免れないと報

じられた 98)。なおこの「名勝史蹟保存会」は和歌山県の史

蹟名勝天然記念物調査会のこととみられる。 
	 さらに知事は、徳川頼倫が会長を務める保存協会の意向

を照会した。そして黒板勝美が実地踏査を行った結果、堤

の松を現存すること、石垣に触れないこと、堤より2尺（約
60cm）下げること、運動場以外には利用しないこと等の条
件が示された。その結果、これをもとに市は埋め立てを行

うことになった。ただし溜池の予定地は保安林に編入され

ていたので、保安林の解除を県参事会に提出し、その通過

を待ってから、本年末に着手されると報じられた 99)。 
	 ただし1922年中には着手されなかった。和歌山市上水道
敷設工事に対する内務省の認可を待っていた。なお池の工

事に伴う土砂の処分を東濠の埋め立てに利用することは、

この時点までに和歌山県の史蹟名勝天然記念物調査会の委

員のほか有力者の賛成を得ていた。ただし先の保存協会か

らの条件を前提としていた。 
	 この埋め立てには市会議員の中には反対者もいた。その

理由は、次に挙げる通りである 100)。 
・ 和歌山市は四通八達で、市中にあり、当然、名勝地として保存
すべき濠を埋め立ててまで、狭い運動場を設ける必要性がない。 

・ むしろ和歌山を装飾する意味で、ある程度まで浚渫して清水を
湛え、小舟を浮かべて水の遊園地にすれば良い。 
・ 土砂の処分は県庁前及びその裏手や横手の濠を埋め立てれば良
い。 
	 この反対論に呼応するように、和歌山新報は一面トップ

で反対論を社説で掲載している。その内容は次の通りであ

る 101)。 
・ 都市として発展している今日、無用の城濠に代わる運動場は、
都市文化の建設からみて近代的要素を帯びた企画であることは

認められる。 
・ しかし街路美が整然とする運動場と青苔石に蒸して朽ち果てた
城濠と、いずれが美の本質であるか。 
・ 往年、江戸三百年の昔を偲ぶべき東京の弁慶橋の埋め立てに対
し都下の識者が敢然、市長の無謀無策を糾弾したのと同じ意味

において、この企ては暴挙とみなせる。 
・ 単に趣味や感情ではなく、日常生活の上に立脚して反対である。 
・ 四通八達を通り越して窮屈な和歌山市において唯一の城濠を有
していることは砂漠中の「オーシス」として都市生活の繁雑さ

に神経が衰弱しそうな都市民に天与の良剤になる。 
・ 運動場による肉体の健全よりも、精神生活の健全を忘却しては
ならない。 
	 こうした地元紙の反対論に加え、1923年2月の市会でも
次のように反対する意見が出された。議員から、濠の埋め

立て計画は、市の美観の上から断じて許されず、8 万人の
市民もこの無謀な計画に対して反対すべきであると市当局

を問いただした。それに対して市長は、明答を控えたいと

答弁した。さらに議員は円転滑脱だと皮肉を言い、明確な

回答を求めたが、市長は最後まで明答を避けて議論は深ま

らなかった 102)。なお一連の反対論を主張している市会議員

が常楠であるのかは、記事からは判別できない。 
	 このように前年から、すぐにでも工事が着手されるよう

な報道はあったが、反対論もあり、実施に至らなかった。

その後、半年以上も間が開いた9月、和歌山新報は、一面
トップで運動場と濠埋め立て問題を論じ、次のように一転

して運動場の整備を主張している 103)。 
・ 和歌山市では運動競技熱が高まり、学生や会社員のみならず、
一般市民が健康増進に努めなければならない。 
・ 一般に運動を奨励するには公設の運動場が必要である。 
・ 市当局は上水道工事の土砂で公会堂前の濠を、原形を破壊しな
い程度に埋めて運動場設置の企画がある。 
・ 一部では反対運動があるが、大局的な着眼から、市の企画に賛
成すべきである。 
・ 市は一部の反対はあっても容赦なくこれを断行して、市民の健
康増進のために速やかに設置すべきである。 
	 その翌月3日、和歌山市は参事会を開会し、池掘鑿の土
砂で公会堂前の濠を埋め立てることを可決し、6 日に市会
を招集して上程することを決めた 104)。 
	 この参事会の可決に対し、和歌山新報は社説で次のよう

に論じている 105)。 
・ 水道をつくるために堀崩された土を利用して新開地をつくるこ
とは極めて有意義であり、近代的都市計画にはこれくらいの英

断は必要である。 
・ しかし一方では、「風致保存」という武器を振りかざして歎美す
る意見もある。 
・ 双方に理屈や見解があって、容易に早計な判断はできないとし
ている。 
・ 濠保存は単なる「趣味」でも「詠嘆」ではないとしながらも、2
月に論じたように、砂漠中の「オーシス」として天与の良剤と

して情愛を感じる。 
	 和歌山新報の主張は一転して、再び埋め立てに慎重な立

場に戻った。 
	 いずれにしても、あくまで和歌山市当局は事業の推進を

目指していた。しかし東濠の埋め立てに関する新聞記事の

続報が見当たらず、またその後も濠は残存していることか

ら、この計画は断念され、代わって後述の三年坂濠の埋め

立てに計画になったとみられる。 
 
（３）三年坂濠の埋め立て計画と実施	 

	 1923年 10月 6日の市会で、三年坂前の濠は不潔で不体
裁なので、上水道整備に伴う池の掘鑿土砂で埋め立てる議

案が審議された 106)。 
	 先述のように10月3日の参事会で東濠の埋め立てを決め
たが、続いて開かれた6日の市会では土砂の処分先として
三年坂濠の埋め立てにすり替わった。 
	 「史跡として破壊しない程度」に水面から4尺8寸（約
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145cm）の高さに埋め立てて空堀にする計画だった。この
議案は異議なく可決した。なおこの日は欠席議員も多く、

また傍聴者も極めて少なく活気がなかったと報じられてい

る 107)。この空堀の計画は、東濠の埋め立てに関して保存協

会が求めた主旨に沿っていた。 
	 市会では一つの質問もなく、濠の保存を指摘する意見は

出なかった。和歌山公園へは北側にある一の橋からのアプ

ローチが中心であり、城山の裏側にあたる三年坂濠への関

心が低かったかもしれないが、汚濁の目立つ濠の埋没が容

認された結果になった。 
	 市会での議決を受け、和歌山市は岡口門から並行に不明

門に至る1千坪の濠を埋め立てて公園にする計画をたて、
内務省に埋め立ての許可を出願した。しかし内務省の手続

きが遅延し、しばしば市長が上京のおりに当局者と交渉し

ていた。ようやく内務省から「原形を損なわない程度」で

の埋め立て許可の指令があり、翌年2月4日に市長から市
参事会にその報告があった。ただちに工事に着手し、4 月
中に全部完成するはずだと報じられた 108)。 
	 埋め立ての対象となった三年坂濠は塵芥場に等しく、埋

め立ててもなんら風致を害しないというのが埋め立て論者

の意見でもあった。埋め立て後は不調和になり、和歌山城

を中心として濠をめぐる史蹟は総合美として必然的である

と、和歌山新報は社説で主張した 109)。こうした指摘もあっ

たが、濠の清浄化ではなく、埋め立てることで対処される

ことになった。当初の東濠の埋め立てから、三年坂濠の埋

め立てに変更された。数日の間に市当局が方針を変更した

背景は判然としない。土砂の処分を優先し、汚濁の進む三

年坂濠であれば容認されることを見込んだとみられるが、

当初は7千坪の埋め立てが1千坪の埋め立てに面積は減少
した。なおこれは結果的に本多静六による公園設計の事業

化でもあった。 
 
６．まとめ	 

	 本稿では和歌山城址において1910年から10年余りの間
で4回あった濠の埋め立てや石垣を取り崩す風致破壊の計
画とその賛否や計画の動向を明らかにした。 
	 まず 1910 年に軌道の複線化と道路整備に伴う濠の幅員
を狭くする埋め立て計画があった。当初は陸軍省が「兵営

上」から、和歌山市は「風趣上」から反対し、一年余りの

膠着後、実施された。事業化に際しては、特に反対する意

見の報道は見当たらず、近代都市化に伴う交通整備の優先

性が受容された。 
	 1914 年に和歌山市による道路整備に伴う濠の埋め立て
計画の議案が市議会に提出された。市議会では反対する意

見があり、地元紙には賛否の意見が掲載された。博物学者

の南方熊楠とその弟の常楠はメディアや市会を利用して風

致保存を訴えるとともに、旧和歌山藩主家の当主・徳川頼

倫に働きかけた。結局、和歌山市長は議案を撤回し、辞職

した。 
	 1915年に和歌山城址の公園改修が設計された。その設計

では濠の埋め立てや石垣の取り崩しが含まれていた。城址

が有する風致よりも近代的土地利用である公園としての利

用を優先する計画だった。和歌山市はその事業化予算案を

議会に上程した。ここでも南方兄弟は反対行動をとり、地

元紙も風致保存を主張した。和歌山県知事がこの風致破壊

を許可しなかったことから、和歌山市は設計を変更して風

致を損壊しないように公園を整備することになった。 
	 1922から 1923年にかけて、和歌山市が三箇所の濠の埋
め立てを計画した。住宅地化を企てた埋め立ては反対意見

から断念した。上水道整備に伴う土砂の処分を兼ねた埋め

立てと運動場の設置計画は賛否の意見があり、実施は見合

わせられ、代わって汚濁が進み不衛生な別の濠の埋め立て

がされた。なおこの時期の南方兄弟の言動は確認できなか

った。 
	 濠の埋め立てや石垣の取り崩しは、軌道、道路、水道な

どの近代都市化に伴う社会基盤整備が背景にあり、軌道、

宅地、公園、運動場等の跡地利用を目論んでいた。しかし

こうした風致を破壊する計画に抵抗し、風致の保存を主張

する意見や取り組みがそれを阻止することに成功した経過

があった。一方で、幅員を狭める一部の埋め立てや不衛生

な濠の埋め立ては地域社会に受容された。 
 
図版出典	 
図１：「和歌山市街地図」1912年、筆者所蔵（一部加筆） 
図２：「和歌山市街地図」1913年、筆者所蔵（一部加筆） 
図４：「和歌山公園平面図」1915年、筆者所蔵（一部加筆） 
図５：「和歌山市街図」1923年、筆者所蔵（一部加筆） 
 
補注	 
(1) 小畔四郎は南方熊楠の経済的支援者であり、また変形菌研究の重要な協
力者であり、英国から帰国後の後半生で最も長い期間交流のあった人物

である。（田村義也(2008)「解題」『南方熊楠・小畔四郎往復書簡（一）』
南方熊楠顕彰館、pp88-92） 

(2) 熊楠が頼倫に代わって濠の埋め立てについて話した木下友三郎は頼倫に
随行していた。友三郎は、和歌山で 1864 年に生まれ、選抜されて司法
省方学校に入学し、後に帝国大学法科大学に転入した。その後、裁判所

判事を歴任し、熊楠が会った当時は明治法律学校校長だった。なお1920
年には明治大学の初代学長になっている。（村上一博(2011)「木下友三郎」、
明治大学史資料センター編『明治大学小史－人物編』学文社、pp38-39） 

(3) 徳義社は和歌山藩最後の藩主徳川茂承による旧藩士族への寄付金をもと
にした事業の運営組織である。 
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